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２. 啓開拠点・緊急啓開ルートの設定 

２-１ 太平洋地域における啓開拠点と緊急啓開ルートの設定 

（１）啓開拠点 
「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画書」3) で定められている防災拠点を基本としつ

つ、地域への意見照会結果（平成 29 年度及び令和 3 年度）を踏まえ、90 箇所設定する（図 
4）。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 4 太平洋地域における啓開拠点 

  

 
3) 北海道緊急輸送道路ネットワーク計画書、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会、令和 3

年 3 月 

 施設数 

広域進出拠点 19 

進出拠点 17 

活動中継拠点 17 

活動拠点 37 

合  計 90 

広域進出拠点
進出拠点
活動中継拠点
活動拠点

※一部併用あり 
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広域移動ルート
アクセスルート
被災地内ルート

高速道路
国道
道道

4以下
5弱
5強
6弱
6強
7

（２）緊急啓開ルート 
「北海道緊急輸送道路ネットワーク計画書」4) で定められている、地震防災対策が推進さ

れている緊急輸送道路を基本に、緊急啓開ルートを設定する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5 太平洋地域における啓開拠点と緊急啓開ルート  

 
4) 北海道緊急輸送道路ネットワーク計画書、北海道緊急輸送道路ネットワーク計画等策定協議会、令和 3

年 3 月 

広域進出拠点
進出拠点
活動中継拠点
活動拠点
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